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「三田学会雑誌」85巻4 号 （1993年 1 月）

地球環境的視点からの 

森林の公益的機能と国内林業政策

島 本 美 保 子

厅皁

第 1章国内の民有林管理の現状 

第1節宮古市林業調査の結果から 
第2節林家の採算性と育林投入の粗放化 

第 2 章戦後民有林林政の環境の視点からの問題 

第1節森林の計画，規制政策

1) 森林計画制度

2) 民有林にかかる伐採規制

①保安林
②自然公園法（1957年）による国立公園，国定公園，都道府県立自然公園

③自然環境保全法（1972年）による自然環境保全地域 

第2節林業補助金政策

1) 造林補助金

2) 構造改善事業補助金

第 3 章地球環境的視点からの森林管理の理論

第1節 これまでの林業経済論の視角
第2節 公共経済学および資源経済学の視角
第3節 地球環境的視点からの森林•林業経済論
第4節 地球環境の視点からの国内林業政策

第4 章地球環境的視点からの林業政策

第1節 森林のパリティ一不足払い制
第2節 パリティ一不足払い制の財政費用
第3節 パリティ一不足払い制の効果

汙 早

近年地球環境問題の一分野として熱帯雨林の減少が注目を浴びている。その原因は途上国の国内 

的事情に起因するのみならず，日本を初めとした先進国による商業伐採の影響によるものであり， 

国際的に非難を浴びてきた。また先進国においても森林保全への関心が高まってきており，1990年 

にアメリカの連邦有林からの丸太輸出禁止，州有林からの丸太輸出制限等を内容とした「森林資源 

保護および不足緩和法」が発効するなど_ 然保護を目的とした規制への動きが出始めている。 

しかし他方で，現在日本の南洋材の主な輸入先であるインドネシア，マレーシアでは木材は重要
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な外貨収入源であり，不用意な自然保護論はむしろ先進国のニゴとして非難される。

森林資源をめぐるこのように複雑な国際的動向に加えて，マクロ的な世界の森林資源ストック量 

の長期的な趨勢の予測もまた困難である。M ath er (1 9 9 0 )は用材に関しては楽観的予測を，燃材に 

関しては不足の深刻化の予測を立てている。これは主にF A O の予測に添ったものだが，今後の開 

発途上国の経済成長に伴う1 人当たりの木材需要の変化，途上国を中心とした人口増加，石油等の 

化石燃料の減少に伴うバイオマスとしての木材需要の動向といった需要側の状況の変化，地球温暖 

化，酸性雨の森林資源に与える影響，自然保護を目的とした伐採規制の広がりといった供給側の状 

況の変化が考慮されておらず，またこれらの要因を正確に予測することは困難である。

また枯渴性の資源が不可避的に減少する中で，これらの資源を再生可能資源によって代替しよう 

という動きが既に見られるし，そのための技術開発の必要も叫ばれている。このような状況も考え 

あわせると，再生可能な資源ストックである森林をできるかぎり温存することを考えるべきであろ 

う。そこで本稿では以上のような諸要因をふまえて，経済的に著しいダメージを与えない限りにお 

いて森林ストックを維持•育成していくという方向性を目指すべきであるという立場にたって議論 

を進めることにする。

日本は世界最大の木材輸入国であり，また国土の6 割という森林資源の保有国であるから，この 

ような世界の動向は国内の林業とも密接な関係を持つ。また森林は気候条件の緩和，土砂の流失防 

止，水の供給，C 0 2の固定，野生生物の保護など様々な機能を持つことは周知のとおりである。森 

林ストックとして持続的に生産していくとともにこれらの機能を十分に発揮させるようにするとい 

う2 つの目的を両立させるためには，原生的な生態系を維持する森林，木材生産を行う森林などの， 

ゾーニングを慎重に行ない，現在ある人工林に関しては，林分を適正に管理していくことがぜひと 

も必要である。

しかし現在国内の森林では，戦後の人工造林政策により植栽された約一千万haの人工林の管理が 

十分に行なわれていないことが大きな問題となっている。 岡森昭則（1987) によると間伐実施面積 

は年必要間伐面積の約7 割であり，また九州の主要な林業地域である大分県日田地方においても，

50〜150ha規模の林家で再造林を放棄する林家が現われてきたとのことである。 このように森林の 

管理が適正に行なわれていないと森林の公益的機能に悪影響を与えるという研究報告もある。有光 

一 登 （1 9 8 7 )によると，密植された人工林で除間伐が実行されない場合， 森林の保水機能が低下し， 

流失土砂も著しく増加することが観察されている。

そしてこのような森林の管理不足の背景には，山村における林家の後継ぎ不足，林業労働者の不 

足および高齢化の問題がある。現在全国の林業労働者は約13万人であり，平均年齢は約55歳と他の 

産業では考えられないほど高齢化が進んでいる。ある試算によれば，林業労働者数は全国で1996年 

には 7 万 3 千人，2001年には 5 万 2 千人になると予測されている。

このような国内民有林管理の問題を単に林業問題と考えるのではなく，地球環境問題の中で捉え 

直すことによって，現状に何等かの打開策は見つからないだろうか，というのが本稿の問題意識で
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ある。もちろんこれまでの林業政策の中でも，しばしば森林の公益的機能の考慮という視点が取り 

入れられてきたことは確かである。しかしそれは林業という産業に対する付加的な政策であったと 

いわざるをえない。このことは，産業としての林業の斜陽化が，森林の公益的機能の維持管理にも 

致命的な打撃を与えていることを見れば明らかであろう。このような状況を改善するためには，森 

林 • 林業問題における環境的視点とは何かということを問い直し，これを基本に据えた森林政策を 

行うことが必要である。

これまでの森林環境の議論は森林の公益的機能を外部経済効果と考え，その内部化のために公益 

的機能の受益者に費用負担をさせるという方向性をとってきた。しかし前述のように，マクロスト 

ックとしての森林の存在も環境問題の射程に入ってきている今日，森林を外部経済効果をもたらす 

ストックと位置付け，このストックの減少および劣化を地球環境問題と捉え，その対策を講じるベ 

きではないだろうか。このような視点を軸に，新しい林業政策の方向性を考えたい。

本稿では森林を，このような意味づけをもった森林ストックとして捉え，前半ではこの森林スト 

ックの維持• 管理の現状を分析する。第 1 章で現在の民有林における森林管理の状況を，1991年 8 
月に岩手県宮古市で行なった調査によるミクロデータと，農林省の統計を基礎としたマクロデ一タ 

に基づいて把握する。第 2 章では戦後林政が地球環境的意味による森林ストックの管理という観点 

から見ると，どのような構造を持つものなのか，ということを考察する。第 3 章では従来の林業経 

済論および環境経済論の流れを整理しながら，地球環境的視点を明確に提示し，第 4 章でこれに基 

づいた日本林業の現状把握と，地球環境的視点から必要な政策について若干の提言を行いたい。

第 1 章 国 内 の 民 有 林 管 理 の 現 状

第 1 節宮古市林業調査の結果から

国内の森林総面積の7 割は私有林であるが，その中の約4 割つまり約6 0 0万haは森林保有面積が 

20ha以下の中小規模林家の所有である。国内林業問題が端的に表われてし、るのがこれらの中小規模 

林家である。更に木の自然的特性から，北に行くほど木の成長は遅くなる。また東北地方は人工林 

化の遅れから林業後進地といわれており，国内の人工林の限界的状況を知ることができる。昨年の 

夏行なった岩手県宮古市の山村における調査をもとに，森林の管理という観点から日本林業の抱え 

る問題をクローズアップしてみよう。

1991年 8 月 5 日から2 4日にかけて岩手県の宮古市内の2 つの山間集落について約50戸の聞き取り

調査を行なった。ニ集落とも平地が少なく，A 集落は畜産，B 集落はしいたけ栽培を中心とする兼業

形態を取っており，ほとんどの世帯が山林を保有している。森林の保育状態についてはこのニ集落は
CD

類似した状態であったが，ここではより結果の明らかなA 集落についてその状態をまとめてみたい。

注 （1 ) B集落では保有している人工林に関する関心はより薄く，間伐をしている林家はほとんどなかった。

また現在農林業の後継者はいないという状況であった。
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表 1
保有面積(ha) 
以 上 未 満 件 数

〜 1 3
1〜 5 10
5〜 10 1

10—15 3
15 〜 20 1
計 17

表 2
林齢(ha) 面積 間伐面積

1〜 10 2.0
11〜 15 28.0
16 〜 20 3.8
21〜 25 6.8 1.0
26 〜 30 10.6 4.0
31〜 35 14.9 0.6
36 〜 40 4.0 0.9
41〜 45 0.1
45 〜 50 0.1
51〜 小々

計 約70. 3 6.5

A 集落の世帯数は29尸 （この中で調査できたのは24戸であった）で，この中で森林組合に加盟してい 
( 2 )

るのは16戸である。平均保有山林面積は約26haであるが，人工林面積は2. 96haで人工林率は10. 9% 
と，全国平均43%，岩手県の平均41%に比べて極端に低い。高度成長以前は炭焼きを中心とした山 

村であった。23戸は畑を所有し，そのうち19戸は水田を所有しているが，水田耕作が始まったのは 

全国的に見てもかなり遅い方だという。また和牛及び単角牛の肥育が盛んであり，11戸が 3 〜 4 頭 

程度の子牛を保有している。後継者のいる世帯では酷農及び畜産を行なっている。

さて人工林を所有している17戸 （+ 共有林造林組合1 件）の人工林保有面積は表1 ，その齢級構成 

は表 2 のとおりである。これらのほとんどは戦後の人工造林政策のもとで造林されたもので，造林 

補助金によるものが14件に達している。育林に関しては9 .4 h a の市行造林以外は1 件 （森林組合への 

委託）を除いて白家労働で行なわれた。森林組合への委託については，ほとんどの林家が考えてい 

ないとのことであった。

間伐を既に行なった面積は表2 に併記してあるが，労働力はすべて自家労働で賄われている。こ 

の表から全般的に間伐期を迎えているにもかかわらず，間伐が行なわれていない林分が大部分であ 

ることが分かるだろう。間伐を既に行なった林家は5 戸であるが，そのうち3 件は人工林保有面積 

が 10ha以上の林家である。その他の2 戸に関しては，間伐期に達しているものの一部しか間伐して 

いないとのことで，10ha未満の人工林を保有する林家では間伐がほとんど行なわれていないという 

ことになる。したがって保有面積別の件数に対する間伐実行件数の割合を見ると，小規模の林家ほ 

ど間伐が行なわれにくいという傾向が読み取れる。つまり中小規模林家の自家労働依存，育林の遅 

滞が，規模が小さくなれば小さくなるほど深刻化している状況が見られるのである。

これと同様な状況は鶴助治（1 9 8 3 )の中でも示されている。 この調査は林家を10ha以上， 5 h a以 

上10ha未満， 5 ha未満の3 グループに分け，それぞれの階層の造林補助金受取り額を調べたもので

注 （2 ) 森林組合の加盟者は，造林時に森林組合から苗木を購入し，補助造林を行なった人々である。しか 

し脱退の手続きをとらない限り組合員であり続けるため，実際にはその後全く組合と関わりを持って 

いない人がほとんどである。
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あるが，これを見ると10ha以上のグループではほとんどの林家が補助を受けて育林を行なっている 

のに対して，その他のグル一プでは若干の林家しか保育，間伐を行なっていない。

次に育林労働の担い手についてみてみよう。また人工林保有世帯17戸のうち40歳未満の後継者 

(就学者は除く）がいるのは6 戸であるが， 間伐を行なった5 戸のうち4 戸はこの6 戸の中に含まれ 

ている。つまりこれは農業労働力に余裕がないと山林の手入れができないことを示している。一家 

に成人男子の働き手が2 人いれば，その内の1 人が山の管理をすることができるのである。この集 

落ではかつて人工造林を自ら行った父親が山の手入れを行なっていた。

ところで18件のうち，雪害にあったことが確認されたのは9 件（実際はもっと多いものと推定される） 

にも上る。この地域は海抜が高く，春先に大雪に見舞われることが多いため，十分かつ適切な森林 

管理がされていないと被害に遭う危険性が高い。

第 2 節林家の採算性と育林投入の粗放化
( 3 )

さて次にマクP データから森林管理の現状を読みとってみよう。簡単な試算によって現行の制度

下での林家の育林投入の粗放化の状況を確認する。北海道と沖縄を除いて全国を5 つの地域に分け，

どの樹種も50年伐期として，現在投入されているha当たりの林家の育林費負担を山元立木価格から

差し引いた利潤を計算したものが表3 —①である。括弧内は全国森林計画の水系別標準伐期をもと 
( 4 )

に計算した内部収益率である。また現行の補助制度下で標準的な育林施業体系をとった場合の，ha 
当たりの林家の育林費負担を山元立木価格から差し引いた利潤を算定したものが表3 —②である。

これらから育林投入の粗放化の状況が読みとれる。表 3 —②を表 3 —①と比較すると，ほとんど 

の場合利潤がより少ないことが分かるだろう。また標準的施業体系自身が現在の林家の実情に合わ 

せているため，粗放的な経営を標準としていると考えられる。しかも『育林費調査』は現在の育林 

投入を記録したものであるが，今伐期を迎えている立木への育林投下は今育林期の立木への投下よ 

りも大きかったということが，1960年代の『育林費調査』における労働投下量との比較から分かっ 

ている。

このようなことを考え合わせると，マクロ的に見ても，森林ストックの管理が十分に行なわれて

注 （3 ) 標準的育林体系については熊本県，山梨県，岩手県の資料を参照し，育林単価については熊本，島 

根，長野，千葉，岩手の各県の補助事業の標準単価をもとにした。また実際の育林費については農林 

省 『林家経済調査育林費調査報告書』(1986年版) ，山元立木価格は日本不動産研究所の『山林および 

山元立木価格調』を用いた。そして補助率については一般造林事業と森林総合整備事業に分け，それ 

ぞれを更に，団地共同森林施業計画造林と計画造林に区分して造林面積に占める各造林面積の割合で 

加重してある。育林費総額は補助残については，農林漁業金融公庫の貸付利率5 .3 % で現在価値に直 

した値を用いている。

( 4 ) 内部収益率を見ると，すぎ • ひのきに関しては，採算がとれているように見えるが，実際は経営規 

模から考えて，林業収入を得るために山に十分に手をかけられるような状況ではない。毎年表3 に示 

されている実額を得るためには50haの法正林経営が必要であるが，1990年の『世界農林業センサス』

を見ると，人工林を保有する83万戸のうち50ha以上保有しているのはわずか5 ,455戸である。また過 

去 1 年間に用材を販売した林家数はわずか43,498戸に過ぎない。 lOOha以上の人工林を保有する林家 

でさえ，過半数が過去1 年間に用材を販売していないのである。
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表 3—① 1 h a 当たリの利潤一現状の育林费から算出した場合

単位 千円 東北•北陸 北 関 東 • 
東 山

南 関 東  
•東 海  
• 南近畿

北 近 畿  
•中 国 四国•九州

すぎ 森総/団共 

森総/計画 

一般/団共 

一般/計画

3,460 (5.9)  
2,996 (5.4)  
2,764 (5.1)  
2,835 (5.1)

3,312 (7.1)  
2,921 (6.4)  
2,726 (6.1)  
2,745 (6.1)

2,530 (5.4)  
1,776 (4.7)  
1,399 (4.4)  
1,404 (4.4)

1,820 (5.0)  
1,112 (4. 3) 

763 (4.1)  
677 (4.0)

2,840 (7.7)  
2,465 (6.9)  
2,278 (6.6)  
2,551 (6.5)

ひのき 森総/団共 

森総/計画 

一般/団共 

一般/計画

4,318 (5.3)  
3,793 (4.8)  
3,536 (4.6)  
3,395 (4. 4)

6,261 (6.8)  
5,777 (6. 2) 
5,535 (6.0)  
5,471 (5.9)

6,393 (6.1)  
5,036 (5.5)  
4,992 (5.3) 
5,556 (5.3)

6,411 (6.7) 
5, 524 (6.1)  
5,270 (5.8)  
5,664 (5.7)

4,942 (8.1)  
4,627 (7.4)  
4,470 (7.2)  
4,443  (7.1)

まつ 森総/団共 

森総/計画 

一般/ 団共 

一般/計画

8 6 1 (5.5)  
6 3 1 (4.8)  
516 (4.6)  
486 (4.4)

1,584(13. 2) 
1,515(12.3) 
1，480(12.0) 
1，515(12. 3)

1,399(19.3) 
1,381(18. 3) 
1,371(17.9) 
1,381(18. 3)

1，622(24. 3) 
1,605(23.3) 
1,596(22. 7) 
1,605(23. 2)

1,230(30.0) 
1,214(28. 6) 
1,206(28.0) 
1,214(28.6)

註）まつに関しては現在造林• 育林がほとんど行なわれておらず，他方販売される材は天然林からの銘木が 

多いため，見せかけの利潤は極めて大きくなっている。

表 3 _ ② 1 h a 当たIJの利潤一標準的施業体系から算出した利潤（拡大造林の場合）

単位 千円 東北 •北陸 北関 
東

東 .
山

南 閨 東  
•東 海  
• 南近畿

北 近 畿  
•中 国

四
九

国 •
州

すぎ 森総/団共 3,264 (5.4) 2,258 (5.2) 2,379 C5.4) 1,835 (5. 3) 2,082 (6.9)
森総/計画 2,696 (4.9) 1,525 (4. 5) 1,590 (4. 7) 1,169 (4.6) 1,564 (6.1)
一般/団共 2,411 (4. 6) 1，158 (4. 3) 1,165 (4.4) 836 (4. 3) 1,305 (5.7)
一般/計画 2,399 (4.2) 1,154 (4.2) 1,174 (4. 3) 807 (4.2) 1,269 (5.6)

ひのき 森総/団共 4,516 (5.2) 5,883 (5.8) 6,161 (5.7) 6,599 (5.9) 4, 731 (6.8)
森総/計画 3,924 (4.6) 5,122 (5.2) 5,342 (5.1) 5,890 (5.3) 4,193 (6_ 1)
一般/団共 3,628 (4.4) 4,742 (5.0) 4,933 (4.9) 5,535 (5.0) 3 .924 (5.9)
一般/計画 3,624 (4.4) 4, 753 (4.9) 4,926 (4.8) 5,502 (5.0) 3,896 (5.8)

まつ 森総/団共 441 (4.0) - 2 5 (3.2) -4 5 5 (2.1) 148 (3.9) - 1 5 (3.6)
森総/計画 — 119 (3.3) —464 (2.5) - 9 4 7 (1.4) -2 4 7 (3. 2) - 3 4 3 (2.9)
一般/団共 - 4 2 (3.0) —683 (2.3) - 1 ,1 9 3 (1.1) -4 4 4 (2.9) -5 0 7 (2.6)
一般/計画 -1 3 0 (2.9) —761 (2.2) - 1 ,3 1 6 (1.1) -5 6 7 (2.7) -6 3 1 (2.4)

註）下刈りはすぎ6 年間，ひのき7 年間，まつ5 年間それぞれ1 回刈りとし，間伐はすぎ，ひのきについて 

3 回，枝打ちはすぎ，ひのきともに2 回，まつは間伐• 枝打ちはなしとした。そしてそれぞれの地域につ 

いて1991年度の岩手県，千葉県，長野県，島根県，熊本県の補助金の標準単価から算定した。

いるとは言い難い状況であることは明らかである。

第 2 章戦後民有林政策の環境の視点からの問題

以上のように，現在森林ストックの手入れ不足が深刻化している。また林業労働者の不足も年々
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深刻化しているということは序章で数字を挙げて示したとおりである。このような傾向が続けば， 

森林の公益的機能の維持にも，地球環境の観点からの森林ストックの分担にも支障をきたすことに 

なりかねない。

木材市況の低迷の中で戦後の日本の森林政策はなぜ森林の適正な維持管理を行ないえないのだろ 

うか。このような観点から戦後民有林林政を評価してみよう。戦後の森林政策は森林計画制度，保 

安林およびg 然保護的伐採規制という計画および規制の側面と，林業補助金政策つまり金銭的イン 

センティブの側面とに大きく分けられるだろう。以下でこれらについてそれぞれ検討しよう。

第 1 節森林の計画，規制政策

1) 森林計画制度

森林の育成には長い年月を要するため，長期的視野にたった計画的な管理が必要である。したが 

って森林計画制度が明治期以降日本の森林行政の要となってきたことは容易に理解されるであろう。 

森林計画制度が初めて導入されたのは明治40年の改正森林法においてである。この中で森林の計画 

的な管理，経営を進めるために民有林に対して施業案制度が導入されている。このような動きは第 

二次大戦期に向かって強化される方向に進み，昭和14 (1 9 3 9 )年改正法においては全民有林に対し 

て施業案制度編成を制度化し，施業案は都道府県知事の認可を必要とすること，認可に基づいた施 

業を行なわない場合，知事は伐採の停止を命じたり，造林•伐採などの行為について代執行できる 

こととした。

戦後の昭和26 (1 9 5 1 )年森林法改正で現在の森林計画制度が発足する。 当初は森林基本計画一森 

林区施業計画一森林区実施計画という構成になっており，戦前の国家目標達成のための施業規制を 

綏めて，基本的には林家の自助努力に任せるという方向へ移行したが，なお定められた適正伐期齢 

以下の森林や制限林の伐採については知事の許可が必要であった。昭和37 ( 1 9 6 2 )年の改正では一 

層林家の自由意思を尊重して伐採許可という規制措置を廃止し，普通林については事前届出制に改 

めた。また森林計画の構成が変更され，長期的な資源管理目標のもとで森林計画を設定するシステ 

ムが導入された。つまり「林産物の需給等に閨する長期見通し」を立て，それに即して全国森林計 

画一地域森林計画を編成することとなった。

しかしこれらはあくまでも上意下達の計画であり，個人の計画の積み上げによるものではないの 

で，このギャップを埋めるために登場したのが森林施業案制度である。これは森林所有者がみすか 

らの所有する森林について伐採，造林，保育など森林施業に関する計画を作成し，これを知事に提 

出して適正であると認められると認定森林所有者となる。認定森林所有者については，租税特別措 

置法の改正によって相続税などの税制上の優遇措置が計られる他，造林補助金の係数加算や農林漁 

業金融公庫の融資条件で優遇措置を受けられることとした。昭和47年および49年の改正によって団 

地共同施業計画制度も導入された。

森林施業案制度は作成を強制するのではなく，優遇措置によって自発的な作成をすものである
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ので，施業案の作成は毎年森林に手を入れる一定規模以上の林家に偏る傾向がある。また施業案の 

遵守に関しては森林法第14条 に 「… …当該森林施業計画を遵守しなければならない」と規定され， 

遵守しない場合には知事による取消がありうると規定しているのみで，遵守させるための強制措置 

や，罰則は全くない。

以上のように戦後の森林計画制度は林家の自発的な森林管理を期待する方向で推移してきたと位 

置付けることができるだろう。特に普通林に関しては森林所有者に管理義務を強制するような規定 

は何もない。したがって，1970年代以降木材価格が低迷を続ける中で林家が経済効率的なパフォ一 

マンスを取るならば，当然森林の管理は粗放化せざるをえないだろう。またこのような制度下では， 

現在問題化している不在村地主による森林の管理の放棄にも強制的な措置を取ることは出来ない。

2) 民有林にかかる伐採規制

では森林の公益的機能の発現のために森林の伐採を制限または禁止している制限林の制度は森林 

の管理という面から見て十分に機能しているのであろうか。森林の伐採に制限を加えている制度は， 

森林法による保安林，自然公園法による国立公園• 国定公園 • 都道府県立公園，自然環境保全法に 

よる自然環境保全地域• 原生的自然環境保全地域等である。伐採規制が敷かれていれば森林が適正 

に維持されるか，といえば必ずしもそうではない。人工林に関しては森林の管理は不可欠であるが， 

制限林の管理責任の所在が明確であり，管理に関して強制力が働き，しかも管理に必要な資金が存 

在しなければ，適正な管理を望むことはできないだろう。以下でこれらの点について吟味すること 

にしよう。

① 保 安 林

森林法（1951年）の第25条 に 「農林水産大臣は，左の各号に挙げる目的を逹成するため必要がある 

時は，森林を保安林として指定することができる。」として次のような種類の保安林を設けている。 

①水源のかん養②土砂の流出の防護③土砂の崩壊の防護④飛砂の防護⑤風害，水害，潮害，干害， 

雪害または霧害の防護⑥雪崩または落石の危険の防止⑦火災の防護⑧魚付き⑨航行の目標の保存⑩ 

公衆の保健⑪名所または旧跡の風致の保存。そして保安林に指定されるとほとんどの場合皆伐が認 

められず，択伐及び禁伐の規制がかかる（保安林及び保安施設地区に関する事務処理規程第10条の1 )。ま 

た伐採後の植栽の義務を森林所有者に負わせている（森林法第34条の2 )。
保安林指定に関する損失については補償を受けることができることになっている。「国は，保安 

林として指定された森林所有者その他権限に基づきその立木竹又は土地の使用または収益をするも 

のに対し，保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。（森林法第 

35条)」と規定している。ただし補償は申請主義を取っており，申請のない場合原則として補償する

注 （5 ) 不在村森林所有者は森林管理についての意識が低い。北海道の在村森林所有者と不在村森林所有者 

に対する河原（1 9 9 0 )のアンケートによると，「継続して（森林を）手入れするか」 という質問に対 

し，在村者では64%が 「はい」と答えたのに対し，不在村者では「はい」と答えたのは17多に過ぎな 

かった。
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責任はない。その他に税制上の優遇措置として，固定資産税，不動産取得税，特別土地保有税など

が非課税となり，更に造林補助金の高率補助，農林漁業金融公庫の特別融資などの恩典が与えられ 

る。

次に管理責任の所在についてであるが，森林法では農林水産大臣及び都道府県知事に「保安林が 

常にその指定の目的に則して機能するように努めなければならない」とその管理責任を付与してい 

る。そのため都道府県は国の補助事業として保安林の整備管理事業を行なっている。岩手県では， 

『岩手県林業動向年報』から1989年度についてみると，この事業に18, 508千円を支出し，管理の実 

行として立木伐採が1 ,2 3 8件，立竹伐採等が4 7 0件行なわれている。しかし岩手県の保安林の総面 

積は 111，5 28 h aであり，民有林の管理がこの事業によって適正に執行されているとは考えられない。 

基本的に森林所有者の管理に任されているというのが現状であろう。

以上のように保安林における制限は，施業に対する伐採の制限など，単にやってはいけない義務 

を課したものに過ぎないと考えられる。つまり森林所有者の通常の経済活動にある程度の制限を加 

えて，この見返りに補償や特典を認めるというものであり，各種公益的機能の維持管理義務がある 

主体によって森林管理が十分に執行されるよう強制する制度も，その管理に関する十分な費用の負 

担をだれかに求めるような措置も見られないのである。

② 自 然 公 園 法 〔1957年）による国立公園，国定公園，都道府県立自然公園

国立公園については「環境庁長官が，自然環境保全審議会の意見を聞き，区域を定めて指定する。 

( 自然公園法第10条) 」ものであるが， この指定は所有権と関係なくできることになっており，「地域 

性公園」と呼ばれるものである。それに対してアメリカの国立公園のように，土地所有権か管理権 

のいずれかを必要とする公園を「造営物公園」という。国立公園，国定公園の指定に伴う森林の伐 

採規制は特別保護地区で禁伐，特別地域では第1 種で原則として禁伐で風致に支障がないかぎり10 
%以内の単木択伐，第 2 種で30% (薪炭林の場合は60幻以内の択伐で，支障のないかぎり2 h aの皆 

伐が認められる。第 3 種と普通地域では支障がないかぎり伐採規制はない。そして「許可に付せら 

れた条件… …に違反したものに対して，その保護のため必要な限度において，現状回復を命じ，ま 

たは現状回復が著しく困難である場合に，これに変わるべき必要な措置を取るべき旨を命ずること 

ができる。（同21条)」という規定が設けられている。

損失の補償については公園の指定のためできなくなった伐採行為について補償されることに•なっ 

ている（同第35条）が，その補償は環境庁長官に請求しなければならない。伐採における規制が厳し 

い国立公園の特別保護地区や特別地域の第1 種は国有林の面積比が80% であるから大きな問題とい 

うわけではないが，国立公園に指定されている民有林の育林についての費用の補償はやはり規定さ 

れていない。

③ 自 然 環 境 保 全 法 （1972年）による自然環境保全地域

注 （6 ) 実際に受ける補償額は少ない。船越昭治（1 9 7 2 )によると，岩手県の1971年度の補償額は4 ,400円 

/ h a であった。
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自然公園法による公園が景観保全と利用を目的としているのに対し，自然環境保全法による地域

指定は生態系の保全を目的としているところから，原生自然環境保全地域に人工林が指定されるこ 

とはない。しかし自然環境保全地域の特別地域においては樹齢1 0 0年以上の人工林も地区指定の対 

象となる。伐採規制については択伐が認められる場合もある。損失補償については自然公園法と同 

様である。なお市街化区域はこの制度の適用をうけない。

以上のように，戦後の森林の計画•規制政策において民有林の管理は主に森林所有者の裁量に委 

ねられており，森林ストックを劣化させる行為としては伐採にのみ関心が払われている。つまり民 

有林の管理は森林所有者の木材生産という経済行為の過程で必然的に行なわれるものであるという 

前提に則って，森林の公益的機能を守るために，森林ストックが取り払われる行為つまり伐採のみ 

を規制の対象としてきたのである。しかし日本林業が公益的機能のスピル.オーバーをその余剰で 

十分に賄えた時代には，こういった外枠をはめるだけの措置が威力を発揮しえたとしても，今日で 

は十分な管理が行なわれる経済的，人的前提が成り立ち難い状況にあるといえるだろう。

第 2 節林業補助金政策

では規制•計画による森林管理を下支えする金銭的インセンティブとしての補助金制度は十分に 

機能しえるものなのであろうか。戦後の日本の補助金政策は大きく，森林の施業に対して直接与え 

られる造林補助金と，林業経営の改善を目的とした構造改善事業補助金の2 つに分けられる。以下 

ではこれらについてそれぞれ検討を加えよう。

1) 造林補助金

戦後の補助金制度の推移は三つの期間に分けられる。

第 1 期は終戦直後から1950年代の終りまでで，個人または会社による造林の拡張期である。第二 

次大戦中の木材供出によって，終戦直後山林は荒廃していた。国土保全の意味からこれらの荒廃林 

の復旧が急務であり，1946年に強制造林5 か年計画が作成された。この計画は， 5 年間に 1 64万ha 
の造林の実施を計画し，そのための補助措置として造林費（地持え費及び植栽費）に対して5 割の補 

助 （国4 割，県 1 割）を行なうというものであった。しかしこの計画の実施率は低く，計画終了時ま 

でに実際造林されたのはわずか41万haであった。そこで1950年に分収造林の強化を内容とした造林 

臨時措置法が制定され，また1951年の森林法の改正では伐採跡地の造林を森林所有者に義務付けた。 

これらの行政的な規制の強化とともに，農地改革の終了により中小規模の農家林家が造林の担い手 

として登場したことで造林活動が促進された。住宅需要を中心にした木材需要の逼迫による木材価 

格の高騰という好条件を背景に，1950年代半ばには約160万haの造林を達成した。

またこの頃造林融資制度が整備される。1948年に対日見返資金を原資とする農林漁業融資制度が 

設立されるが，当初は貸付条件が厳しかった。1953年には農林漁業金融公庫が設立され，この造林
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融資事業を引き継ぐことになる。財源が対日見返資金に加えて林野一般会計と国有林特別会計から 

導入することにより拡大したため，融資条件の緩和が図られた。

1956年，林野庁は戦後復旧造林の終了を決定し，パルプ原木用などの未利用資源の開発を主眼と 

する拡大造林政策を打ち出した。1958年分収造林特別措置法を制定し，1959年には造林融資条件の 

大幅な緩和を行なった。その結果この時期に紙パルプ産業を中心とした造林が盛んに行なわれた。

しかし用材価格の高騰により産業界からの強い要請を受けて1961年 に 「木材価格安定緊急対策」 

が閣議決定され，外材の大量輸入時代を迎えて状況は大きく変化する。紙•パルプ業者にとって会 

社造林は大きな意味を持たなくなった。これに代わって造林事業の担い手となるのが地方自治体や 

地方林業団体を主な出資者とする造林公社である。個人および会社造林に代わって，これらの公社 

および森林開発公団による造林が拡大する1960年代が，第 2 期として位置づけられるだろう。195& 
年に対馬造林公社の設立から始まって，1960年代前半に7 公社，60年代後半から70年代にかけて29 
公社，合計36公社が設立された（1983年時点では38公社)。資金の調達は主に農林漁業金融公庫から行 

なわれたが，公庫は事業費の8 割までしか融資しないため，残りは府県からの借入金によって賄い， 

また公庫資金の利子返済などにあたっては府県借入金と市中銀行からの借入金によって賄う方式を 

とった。しかしこのような融資造林の形態はやがて1970年代に入って公庫融資の元利潰還の負担増 

によって行き詰まることになるのである。

第 3 期にあたる1970年代に登場したのが属地的協業体を担し、手とする造林の推進を目指した様々 

な優遇措置である。まず森林計画制度と連動する形で優遇措置が設定される。1968年の森林施業計 

画案制度で森林施業計画案が認定された者に対しては上述のとおり税制上の優遇とともに，造林補 

助金について査定係数が設けられ，実質補助率が割高になるようなシステムが導入された。1974年 

には団地共同森林施業計画制度が設けられ，団地共同施業案の認定を受けた者は更に高率の補助が 

受けられるようになった。

この方向がより政策的に強化されたのが，1979年の森林総合整備事業である。この事業は，相当 

規模の森林集団を単位として，植栽から保育に至る一貫した造林事業を集団的，計画的に実施し， 

森林の面的整備を進めることを目的としており，この事業の指定地域になると更に高率の補助が受 

けられ，しかも再造林• 拡大造林 • 天然改良 • 保育のすべてが補助対象となった。

さて以上の造林補助金政策の流れを見ると，戦後の復旧造林時代には木材価格の高騰，林家の造 

林意欲，会社有林への造林に関する行政指導を背景に，定率補助金制度は国土保全に資するところ 

があったといえるだろう。これとは別の意味で，造林から育林に渡るすべての森林施業に関して補 

助制度が整備されてきていることは，木材価格が低迷を続ける中で森林管理という観点から見て評 

価すべきであろう。事実森林総合整備事業による育林施業に対する補助制度が林家の森林管理に好 

影響を与えてきたことは岡森昭則（1 9 8 7 )でも指摘されている。しかしもはや森林管理の条件がや 

や緩和されても，管理する主体である林家や林業労働者の減少によって，この制度が有効に機能す 

る基盤を失いつつある。特に中小規模林家ではこの傾向は顕著である。
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2) 構造改善事業補助金 

構造改善事業は1964年に制定された林業基本法を受けて，林業の構造の近代化を目指して，同年 

から開始された。林業基本法の目指すところは第二条に述べられているように，林業総生産の増大， 

他産業との格差が是正されるような林業の生産性の向上，林業従業者の所得の増大であり，これを 

達成するために次のような事業種目が設けられた。

①経営基盤の充実 … …入会林野の近代化，分収造林の促進，国有林野の活用，林地の集団化

②生産基盤の整備……林道の整備

③資本装備の高度化……素材生産施設，造林施設，木炭生産施設，樹苗生産施設，チップ生産施 

設，特殊林産物生産施設などの設置

④早期育成林業経営の促進……早期育成樹種の造林

⑤協 業 の 促 進 ……通信連絡施設，調査器具などの設置

事業は地域指定を行ない事業期間を3 か年で行なわれる。市町村が単位で一地域当りの標準事業 

費は 7 ,0 0 0 万円，そのうち5 割が国の補助である。

1974年度に終了するまでの事業内容を見ると，全事業費の69. 9% が生産基盤の整備すなわち林道 

の整備によって占められており，資本装備の整備については2 5 .8 % となっている。

第 1 次林構の後を受けて1972年度から第2 次林構が開始された。第 2 次林構の特徴は1 つは属地 

的協業化に力点を置き，林道事業もこの中に組み込んで行なわれたこと，第 2 に林業生産と森林の 

公益的利用との一体化を目指して森林総合利用促進事業が導入されたということである。したがっ 

て事業費の大部分が協業化促進に関連する事業に投入された。

1980年度からは新林業構造改善事業が開始されたが，地域の実情に合わせて山村林構，地区林構， 

広域林構，特別対策事業を選択出来るようになっている。それぞれ事業内容，事業規模が異なって 

いる。谷ロ • 村 山 （1 9 8 9 )によると，1980年から86年までの事業実績は， 山村林構， 地区林構では 

林道作業道の開設がやはり約半分を占めているが，新林構の特徴として，林業者定住化促進事業が 

それぞれ8 .2%，16. 5%に上っているとのことで， これは注目すべきだろう。 これは山村人口の減 

少，後継者不足という状況を改善するために導入されたもので，内容は生産環境施設，労働環境施 

設，生活環境施設の整備と森林総合利用促進事業からなっている。これに対して広域林構では流通 

• 加工施設整備が約6 割を占めている。

以上の記述から明らかなように，構造改善事業は，基盤整備と施設整備に対する補助事業であっ 

た。これらの投資が，林業の効率化に貢献してきた面は認めるとしても，他方で効率化された林業 

をになう主体の山村からの流失に対して，定住化促進事業のような施設整備を切り札にすることに 

限界があるのではないだろうか。

全体的に見ると，森林計画制度は林家の自発的管理に期待し，補助金制度は定率補助と基盤整備 

および施設整備を持って森林ストックの管理と利用を後押しし，制限林制度は伐採の規制のみに終
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始している。冒頭で述べたように，いずれの政策も木材生産がこれらの政策のもとで採算に見合う 

状況であるという前提で，始めて円滑に機能する構造を持つものなのである。

, したがって今日の林家をめぐる環境のもとでは森林管理の必要性とそれをになう主体の育成を軸 

とした新たな方向性が模索されなければならない。それは具体的には森林の維持管理に関する責任 

を明確な形で何らかの主体に負わせること，そしてこのような強制が実効を上げるような金銭的な 

裏付けを与えるということである。

このようなドラスティックな政策を取れなかった背景には，森林を環境という面からどう位置付 

けるのかという視座，そして森林ストックの維持や森林の公益的機能の発揮ということに，社会が 

どのような立場で取り組んでいくかという方向性が，明確にされてこなかったということがあると 

考えられる。次章以降では，これらの点について，理論的考察から規範的見解を述べることにしよ

第 3 章地球環境的視点からの森林管理の理論

それでは地球環境的視点から森林ストックや森林の公益的機能はどう位置づけるべきだろうか。 

これまでの欧米の林業経済論に批判的考察を加えたうえで検討しよう。

第 1 節これまでの林業経済論の視角

これまでの欧米における林業経済学（Forestry Economics)では林業経営者の最適伐採サイクル問 

題が主要な関心となってきた。森林の成長関数と利子率が与えられた場合，林家が最大の利潤を得 

るためにはどのように伐採サイクルを決めたらよいかという問題である。林業経営の期間を1 伐採 

サイクルに限るか，無限時間の繰り返しサイクルを対象とするのか，また土地のレントを考慮する 

かとうかによって最適な伐採サイクルは変わってくるが， これらを整理したものに Samuelson 
(1 9 7 7 )がある。

近年このような森林の木材供給のみを対象とした最適サイクル問題だけでなく，森林の多目的利 

用の価値を加味した場合，最適サイクルがどのように変化するのかという問題が取り扱われるよう 

になってきた。Hartman (1976), Strang (1983), Snyder and Bhattacharyya (1990), Max and 
Lehman (1 9 8 8 )等の分析がある。 これらの研究は森林の多目的利用の価値を考えた場合， 最適な 

伐採サイクルが長期化するという結論に達している。しかし実際は多目的利用による価値が外部経 

済効果としてスピル• オーバ一しており，それが森林の所有者に還元されていない状況にあり，そ 

の中で林家が社会的に最適な伐採サイクルを取るインセンティブはない。林家の主体的な行動によ 

って社会の厚生が最大化するような政策的インセンティブについての研究は，今のところ最適サイ 

クル論の流れでは分析されてはいない。

また種々の林業に関連する課税が最適サイクルにどのような影響を与えるかという問題について
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は Chang (1982)，Chang ( 1 9 8 3 )等で分析されている。また E nglin  and K lan (1990) は森林の 

多目的利用を考えた場合，林業租税が最適伐採サイクルにどのように影響を与えるかについて分析 

している。ここで取り扱われているのはあくまでも林業経営上問題となる資産や収穫への課税問題 

であり，森林の多目的利用の価値の対価がどのように実現されるかという政策手段としての課税， 

補助金を対象としたものではない。

以上のことから明らかなように，これまでの林業経済論は林業者の利潤最大化を目的とした最適 

サイクル論という主体的均衡の分析を主に扱い，森林の公益的機能の価値を概念レベルで外生的に 

与えてきたと考えて良いだろう。つまり森林資源の社会的，時系列的な配分といった厚生経済学的 

社会的配分の問題は林業経済論の関心の外にあったのである。

第 2 節公共経済学および資源経済学の視角

森林ストックの通時的な資源配分，および森林の外部効果の社会的な資源配分の問題はむしろ資

経済学および公共経済学の領域であった。

現在公共経済学の分野では，外部不経済に関する分析は重要な一領域となっているが，そこでは 

外部不経済が存在する場合，その発生者に私的費用と社会的費用の差額を課税することによって， 

社会的な資源配分は最適になるというピグー税の理論が出発点となっている。これに対してコース 

は，所有権がはっきりしている場合，政府の介入なしで最適な資源配分に至ることができると考え 

た。たとえば今汚染者と被害者という二つの主体を想定すると，汚染者に汚染権が付与されている 

場合，被害者は一単位汚染レベルを減少させる便益がその汚染レベル減少のための汚染者への支払 

いよりも大きいかぎり，汚染者に対して支払いを行なうだろう。他方被害者に環境権が認められて 

いる場合，汚染者は一単位の汚染による便益がその汚染のための被害者への支払いより大きいかぎ 

り，被害者への支払いを行なうだろう。その結果として得られるパレート最適な汚染レベルはどち 

らの場合も等しく，所得分配が異なるのみである，ということである。

Baumol and Oates (1975) は汚染の被害が非競合的な場合について静学的な一般均衡モデルを 

導入し， ビグ一税を課すことによって，競争均衡がパレート最適になることを証明した。この中で 

汚染者の被害者への補償の是非に付いても合わせて考察している。分権的な均衡がパレート最適を 

達成するには，税収による被害者への補償はゼロもしくは定額（Lump S u m )でなければならず， 

しかも静学的に見ると，その定額補償は最適汚染レベルを変化させるわけではなく，単に被害者の 

所得分配上の特典となるだけである。しかも時間軸を導入すると，この定額支払いは資源配分を悪 

化させるほうに働く。つまり被害者が汚染された地域から脱出するインセンティブを失わせ，更に 

はこの地域に補償金目当てに移転してくる者も出てくるかもしれない。ということは汚染者による 

社会的費用が不必要に増加するおそれがあるということになる。したがって予算均衡を条件としな 

V、場合は外部不経済に対してはピグー税，外部経済効果に対してはこれとは逆にピグ一的補助金が 

正当な手段とされているのである。
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公共経済学で扱われる外部効果がフロー概念であるのに対して，外部不経済を生み出す汚染をス

トックとして捉えた汚染制御理論が1970年代に発達した。資源経済学がプラスの価値を生み出すス

トックを分析対象としてきたのに対して，これはマイナスの価値を生み出すストッ クを対象として
( 7 )

おり，特に再生可能資源の最適使用量に関する理論と類似した理論構成を行なっている。このよう 

な資源ストックの時系列的な最適配分の問題を分析してきた資源経済学は枯渴性資源や再生可能資 

源の最適利用のための使用量や価格について規範を与えてきた。枯渴性資源に関しては鉱物資源が 

対象として想定されており，その時系列的な最適な使用量は基準時点からみた各期の採掘量の割引 

現在価値が均等化されるようにするのが社会的に最適であるとされている。再生可能資源に関して 

は主に漁業資源を想定しており，社会的に最適な収穫量はストックの限界的な増加が利子率と等し 

くなるように毎期毎期選ばれるべきであり，生態学で言う最大維持可能生産量つまりストックの限 

界的な増加がゼロになるようなストック量と比べるとより少ない。再生可能資源の理論の中で森林 

ストックの収穫量を扱ったものがある。B erck (1981)，Johansson and Lofgren  (1985) は森林ス 

トック量の最適な収穫量を導く木材の価格づけ問題を扱っている。これまでの林業経済論をミクロ 

的，木材のマクロ需給予測をマクロ的とするならば，このような視点は林業経済論の環境マクロ的 

視点といえるだろう。

第 3 節地球環境的視点からの森林•林業経済論

さて日本の森林の公益的機能の位置付けは，これまで公共経済学的な背景を持っていたといって 

良いだろう。つまり森林の生み出すフロ一としての外部経済効果であり，外部性をその生産者への 

ピグー的補助金によって内部化することで社会的な最適状態が実現できるというものであった。そ 

して最近の森林政策は水源基金の設立などに，このような考え方，つまり外部経済効果の受益者負 

担といった方向性を取り入れてきていると言えるだろう。

しかし冒頭で述べたように，再生可能な森林ストックである森林をできるかぎり温存すべきであ 

るということ，森林ストックの減少が森林の公益的機能の維持にも影響するということを考えあわ 

せると，森林の外部効果というフローの部分だけを環境問題としてクローズ•アップするのではな 

く，地球的規模の森林ストックというマクロ的な視点にたって，林業問題，森林の公益的機能の問 

題を捉え直し林業経済論を再構成する必要があるだろう。

地球環境的視野に立った場合森林をどのような財として捉え，どのような政策目標を立てるべき 

だろうか。地球全体の物質循環の中で森林ストックの占める位置を詳しく分析するのは本稿の守備 

範囲を超える。したかってここでは地球全体の物質循環を持続的発展（Sustainable Development) 
が可能であるように保つためには，森林ストックを現状のレベル以下に減少させないことが必要で 

あるという前提に立ち，森林の持続的成長という概念を，森林のマクロストック量がある定常状態

注 （7 ) この代表的なものは Plourde (1972)，Keeler, Spence and Zeckhauser (1972)，D’Arge and 
Kogiku (1973)，Forester ( 1 9 7 3 )等である。
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に収束することと定義づけて，これを政策目標に捉えるのが適当であると考える。そして森林は財 

の性質として外部経済効果を生み出す再生可能な資源ストックである。したがって，ストックとし 

ての森林に着目した場合，森林の公益的機能の価値の帰属については，公益的機能の受益者が森林 

所有者の供給にただ乗りしていると考えるよりも，むしろ本来外部経済効果を発生させ続ける森林 

を伐採した場合に，森林の公益的機能の受益者がこれらの機能を享受できなくなることの機会費用 

が発生すると考えるべきである。このような観点に立てば，森林の伐採についてピグー税を課せば 

よいということになる。つまり木材価格に私的費用だけでなく社会的費用を上乗せするべきである 

ということになる。

第 4 節地球環境の視点からの国内林業政策

地球的視野から考えると，既存の森林の公益的機能を森林ストックの価値に帰属するものと考え 

て評価してやり，森林の伐採によるこれらの機能の低下による機会費用を木材の消費者が支払うベ 

きであるということになる。ではこのような規範に則って考えると，戦後の日本の林業政策は環境 

的視点からどのように評価できるだろうか。また今後どのような方向性を取るべきであろうか。 

B erck  (1 9 8 1 )を基礎にしたモデルによって分析しよう。

戦後の民有林林政における補助金制度のもとで，森林の公益的機能を概念的には評価しているも 

のの，これを根拠とした政策決定を行なっていない行政の現状は，長期的視野を持った経営方針を 

とっていない零細な林家にどのような影響を及ぼしているのだろうか。

行政は林家と森林の公益的機能の受益者の二種類の主体のみを行政の対象としていると考える。 

まず林家は毎期造林• 育林に冗単位の労働を投入する。この時の単位当たり造林• 育林コストをc  
とする。林家はこの育林コストを単位当たりみ円の造林補助金と残高は農林漁業金融公庫からの借 

入れで賄うものとする。また毎期2 /m3の素材を生産し， 1m3当たり力円で売る。したがって，林家 

の年間の利潤は

p y —cx + h x
である。このモデルは毎年伐採，造林，育林を定常的に行なうというサイクルを確立していない中 

小規模林家を想定してI 、るので，林家の利潤最大化行動は伐採と育林に対して別々に行なわれる。

次に森林の公益的機能の受益者の行動であるが，年間の粗所得 / を所与とし，この中から林業補 

助金の財源 / ^ を租税として納め，その残高を合成消費財の消費に当てる。またこの消費者は現 

存の森林ストックs から公益的機能の恩恵を受けている。このとき受益者の効用関数は凹関数で，

U  (s , k ' ) ただし k = I — h x
である。

また森林ストックの成長量S は造林•育林に投入した労働量の関数である森林の年間成長量 

/ U ) から年間の素材伐採量奴を差し引いた量になる。

行政の思惑による社会的な最適状況を導こう。これは次のような最適化問題を解くことによって
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得られる。

max^ K p y —c x + k x ^ + U ^ k ]  e~rt dt
x fyy h，

s. t. s = / C x ' )  — y  
k = I ~ h x
初期条件 s (0)  =  s0 
r は利子率

このときハミノレトニアンI I は ，

H =  [(.py—c x + h x } +  U  (s, A)] e~rt+^  [ / (aO —?/]
だから最適条件は以下のようになる。

d H / d x = l - c + h + m < ~ h ' ) ]  e~Tt+ ^ f ' = Q  ( 1
d H / d y= p e~ Tt—  ̂=  0 ( 2
d H / d h = x + U l c, C — x̂ ) =  0 ( 3
s = f k . x j —y  ( 4
^ = - U ' s e~rt ( 5

ここで価格と森林ストックの動態を調べるために以下の変形をする。まず第（2 ) 式を t で微分す 

ると

ス= —rpe~Tt+pe~Tt
これに第（5 )式を代入すると

p = r p — U «
また第（1 )式と第（3 )式から

P f ' = c
( 8 )

したがって，社会的な最適状態は以下のように表わされる。

p = r p — Ut  ( 6 )
s = / ( a ? ) —2/ ( 7 )
P f ' = c  ( 8 )

ここに外的要因として市場の需要状況，つまり

V=DQp )
ただし dD丨dp<Si

を第（7 ) 式に代入し，さらに森林ストックs と社会的最適価格タの動態を見るために第（8 )式を変 

形して第（7 )式に代入すると

卜 (广 1 (c / / > ) ) - D ( / > )  ( 9 )

注 （8 ) 目的関数が状態変数および制御変数に関する凹関数であることからこれらは最適化の十分条件とな 

る。
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第（6 ) 式と第（9 ) 式をフニ一ズ . ダイアグラムに表わすと図1 のようになる。

さて，第C 6 )式は次のように解釈できる。 

p /p = r—U',/p

= (林家の木材販売による収益率（= 利子率)）

- ( ストックによる受益者の限界効用）/ ( 伐採による林家の限界収益）

= (林家の木材販売による収益率）一（木材価格に対する森林ストックの受益者による公

これを林家の主体的な行動から説明しよう。林家は — '^ 6
利潤 p y —c x + h x を最大化する。前述のように労働投入に関する決定と伐採に関する決定は別々 

に行なわれる。労働投入はね一はが最大になるように選ばれるから補助金がコストをカバ一して 

いない場合a;— 0 となる。他方伐採量はこの場合需要側の条件から決定されることになっているか 

ら，y  = D (_p ')> Qとなる。したがって左< 0 となり森林ストックは年々減少していくことになるの 

である。

ここで注目しなければならないのは，木材の社会的な価格は，森林を伐採することによる林家の 

利益と，森林をストックとして残すことによる受益者のその時点の効用のトレード• オフ関係のみ 

から決まるから，林家が森林の再生 • 育林に関する決定と，伐採に関する決定を別々に考えている 

場合，つまりa;が ! /の関数でなくまた2 /が a;の関数でない場合，伐採することによって利潤を得る 

ことが将来の森林ストックの持続的成長や公益的機能の維持に対して何の貢献もしないということ 

である。更にフェイズm に見られるように，森林ストックが減少してくると公益的機能に対する機 

会費用が大きくなるため木材の社会的最適価格は下落していくことになる。実際，近年の森林の公 

益的機能への関心の高まりとともに，環境重視の施業が取り入れられており，国内材に対する社会

注 （9 ) 横断性条件はlimp-co{e_〃s = 0 で，少 な く と も 定 常 点 で は Iim{̂ » 5 はある値に収束す 

るから，この条件を満たす。またヤコビ行列， 

d p / d p  d p / d s  
_ds /dp ds/ds_

は負の値をとるから，均衡点は鞍点となりうる。
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益的機能の相対価格）

政府の計画が森林の公益的機能の価値を社会的に認 

知することで，森林の持続的な成長，つまり定常状態ブフ

を実現しようと考えているとすると，これは■ 
材市況と森林蓄積の経緯から考えて，フュィ- 
均衡点に至らしめることを意図していたとい 

なる。しかし実際は国内材の価格は低迷して： 

林 • 再造林への労働投入は減少し，森林スト 

が劣化してきており，これはフェイズin の状デ 

と考えられる。



的な評価は相対的に低下していると見ることができるだろう。

したがって，林家の主体的行動によって社会的最適化による定常状態達成への過程が一旦阻害さ 

れると，政府が計画の全体的な見直し，具体的には補助率の引上げを行い，林家の行動パターンを 

将来の木材生産を見込んだ造林• 育林行動，つまり？/ が 0；の関数となるような行動原理に変えてい 

かないかぎり，定常状態に至らしめることは不可能である。しかし政府は，現行を大幅に上回る補 

助率については，民有林が私的な財産造成という性質を持つことから，否定的である。

それで現在の状況を回避する他の方法としてはどのような対策が適当なのであろうか。先程みた 

ように，木材の価格は林家のキャピタル• ゲインと公益的機能の機会費用から成っている。第 3 節 

で述べた立場にたてば，この機会費用を生み出している源は木材の消費者であるから，木材の消費 

者にひ：分の費用負担をさせるべきである。木材価格にr だけの環境税を課せば， 第 （9 ) 式は以 

下のように書き直せるから，

s = ( / ,~1 C c /p ^ —D  Q>+て')
前述のように現状がフヱイズn iの益点にある 

とすると， 何の政策も講じなければ^^点へ 

の道のりをたどるが，環境税 r を課すことに 

より，図 2 に示すように定常均衡点は五**
にシフトし，木材価格の上昇によって林家が 

長期的な視野にたった造林•育林行動をとる 

ようになれば，d 点はフェイズn の道のりを 

たどって五# に達することができる。またこ 

のような政策は消費者の木材の代替財への選 

好を高め，無駄な需要を押えるという効果も 

伴うことになる。

ただし価格へ転嫁された環境費用の負担を単に林家の木材販売収益の増加に帰着させないよう， 

課税は造林 • 育林への労働投入に体化する形で行なわれなければならない。つまりa;をふやす方向 

に働かなくてはならない。そのためにどのような方策が考えられるだろうか。これが次の章の課題 

である。

第 4 章地球環境的視点からの林業政策

第 1 節森林のパリティ一不足払い制

日本の林業政策を第3 章で述べた地球環境的視点から方向づけるとすると，現状以上の森林スト 

ックの減少に関しては木材の消費者の負担を求めるべきである。その方法として前述のように木材 

価格に転嫁すれば，価格上昇による木材使用量の減少効果も期待できる。ただし価格の上昇が育林

図 2
P
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労働に体化させるような政策を取らないと，林家の超過利潤となるのみで，育林につながらない恐 

れもある。また木材価格を単にかさ上げしただけでは林業の効率化という意味からもマイナスであ 

る。そこでこのような方向性を実現させるために以下のような政策を考える。

前述のように林業の若手労働力の不足がもっとも懸念されている問題であるが，農村人口の減少

から林家の自家労働による施業の担い手も先細ることは確実である。したがって林家は森林組合等

によって雇用された作業員への施業の委託を拡大していく方向をとらざるをえない。若者の新規参

入を期待するためには，林業労働を森林管理の専門的技能を持ったニキスパートとして評価，育成

し，賃金もその道の専門家として納得できる水準に上げることが不可欠である。林業労働者，特に

造 林 • 育林に携わる労働者は現在極めて低賃金である。岩手県の場合育林で1 日5 〜 6 千円程度，

伐採で 1 日 1 〜 1 . 2 万円である。このような賃金水準では若年労働者を林業労働に向かわせること

は出来ない。労働災害の危険性の高さから見て，少なくとも同じ屋外作業である土木作業の水準は

確保する必要がある。実際に日給1 . 5 〜 2 万円を確保するような工夫をした結果，働き盛りの林業
(10)

作業員に恵まれている森林組合もある。

そこで現在の林業労働の賃金水準の趨勢を変化させるために，パリティ一不足払い制を考えてや 

る。これは木材の単位量当たりに投入される労働の賃金を同種の屋外作業と同水準にして計算した 

生産費が市場の木材価格を上回った場合，その差額を政府が一般会計から補填する。その際林業労 

働者の賃金に体化させるために，この財源を所轄内での木材生産量に応じて森林組合に配分し，森 

林組合はこれをファンドとして森林組合作業員の賃金水準をパリティ一水準にすると同時に，下請 

け等に現行賃金とパリティ一賃金の差額分を分配する。

しかしこれは永続的なシステムではなく，趨勢的な賃金体系とそれを規定してI 、る木材価格体系 

を変化させ，最終的に木材消費者に環境コストを支払わせるための過渡的な手段である。冒頭で述 

ベたように長期的に用材に関してもやや悲観的な予測を採用して，需給が逼迫してくると考えると， 

木材の国際的な市場価格も上昇してくるだろう。そうすれば不足払いを撤廃しても森林ストックの 

持続的な成長を可能にするような価格形成が市場メ力ニズムの中で形成されるようになる。

以上のようなシステムはM O S S 協議，ガットのウルグアイ . ラウソ ド，日米構造協議に見られ 

るような現在の市場開放，自由貿易の流れに逆行すると非難を受けるだろう。しかし地球環境の視 

座に立てば，ヱコシステムから経済システムに取り込まれる財，つまり枯渴性資源および再生可能 

資源の市場とそれをもとに経済システムの中で流通する財，つまり加工製品の市場についての考え 

方は明確に区別しなければならない。前者に関しては地球という閉鎖系の中で総量が有限であるこ 

とを意識した市場構造が不可欠である。東南アジア諸国で近年相次いでいるような，森林の商業伐 

採の禁止というドラスティックな政策を取らざるをえなくなる前に，森林の利用と持続的な成長を 

両立させるような政策が必要なのである。

注 （1 0 ) 佐々木勝義（1 9 9 0 )を見よ。
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第 2 節パリティ一不足払い制の財政費用

では現在の国内の林業経営の状況から考えて，このようなシステムを取った場合の財政負担の規 

摸はどのくらいになるかを試算してみよう。現状の育林費を基礎とした前述の試算をもとにする。 

労働省の『屋外労働者職種別賃金報告』（1990年版）を見ると，林業労働と同じように山間部で作業 

する電源開発に従事する男子軽作業員の全国平均賃金は1 4 ,0 6 0円/ 日である。他方労働省の『林業 

労働者職種別賃金報告』（IMO年版）によると伐出雑役全国平均賃金は7 ,3 1 2 円/ 日である。これら 

の相対比率をもとに，この育林費の労働部分をパリティ一価格に変えてha当たりの立木生産費を計 

算し，立木価格と比較した場合のマイナス部分を立木生産における不足払い額とする。また素材生 

産費については『立木市場動態調査結果報告』からm3当たりの伐木，造材，集材についての労賃部 

分をパリティ一賃金に変えた場合の素材生産費の増分を求めて不足払い額とする。このようにして 

求めた立木生産と素材生産に関する単位当たりの不足払い額に，農林省の『木材需給報告書』（1986) 
の素材生産量をかけてやると，その総額は1986年度で816億5 ,4 0 5万円である。またパリテイ一賃金 

制によって膨らんだ造林• 育林費に対する，造林補助金の増加額は総額2 0 1億 4 6 6万円である。こ 

れらの部分が財政負担となる。

第 3 節パリティ一不足払い制の効果

ではパリティ一賃金を採用した場合，山村の農家林家の家計にはどのような影響をもたらすので 

あろうか。農林省の『林家経済調査報告』（1 99 1)によると保有山林面積が5 ha〜20haの中小規模林 

家における農業所得は東北• 北陸地方で273万円，農外所得が437万円である。岩手県の1991年の育 

林労働の標準単価は6, 500円/ 人日であり，年間150日労働したとして95万 5 千円にしかならないの 

で，夫婦で林業労働に就労しても農外所得をカバ一することは出来ない。しかしパリティ一賃金で 

は1 2 , 4 8 0 /人日で15 0日就労すれば187万 2 千円の所得が得られ，夫婦で就労すれば農外所得をかな 

りの部分を満たすことができる。また労働省の『林業労働者職種別賃金報告』（1990) によるとチニ 

ンソ一自己所有の伐木作業者の場合，岩手県では10 ,4 2 8円/ 人日だから，パリティ一賃金による年 

間所得は年間1 50日働くと300万 3 千円になり，夫が伐木，妻が育林労働に携われば農外所得を十分 

満たすことができる。したがって農業以外に臨時雇い，自営業等に従事しなくても生計を立てるこ 

とができるということであり，所得の面から見れば農家林家からの他産業への労働力の流失を防げ 

る水準であるといえるだろう。

実際，宮古市のA 集落では出稼ぎは行なわれていなかったものの，中核的な3 世代家族でも若手 

が農閑期に現金収入を得るために宮古市の市街地へ臨時雇にでかけたり，常時勤務についている場 

合がほとんどであった。「臨時雇としてなぜ林業労働を選択しないのか」という問に対しては，「労 

働が厳しく危険なわりに賃金が安い」という回答であったから，十分な所得を確保し労働環境の改 

善が行なわれればこれらの若手労働力を林業労働に呼び込める可能性がある。



結びにかえて

本稿では地球環境の視点から国内林業政策に限定してかなり大胆な議論を行なったa 本来ならば， 

林業や環境をめぐる国際的な制度的，物的状況をふまえた森林政策の国際的秩序の分析が国内の林 

業問題を論じるうえでも不可欠である。また世界的な森林資源や木材需給の中長期的展望に付いて 

は不確実性が大きく，かなり独断的な仮定を入れざるをえなかった。今後の動向に注目していきた

最後に，本稿の作成にあたってお世話になった岩手県宮古市の林業家野崎泰司氏，宮古地方森林 

組合参事の中前田幸夫氏，岩手県林業水産部を初めとして都道府県の林務部，林野庁，森林総合研 

究所の林業経営部の多くの方々に心から感謝の意を表したい。
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